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 「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、 

  搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について（周知） 

 

 平素は、本会事業の推進に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 厚生労働省の標記ガイドライン改正に関し、このたび大阪府より通知が届きました。 

 詳細につきましては、国通知等をご参照ください（下記ホームページにデータ掲載）。 

 貴会におかれましてはご了知の上、会員医療機関へのご周知をお願い申し上げます。 

 

 

 ●各種通知掲載先 

  検索エンジンで「大阪府 令和４年度感染症法関係通知」でもアプローチ可能です。 

  https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/reiwa4nentuti.html 

  
 

 ●大阪府通知に関する問い合わせ先 

  大阪府健康医療部感染症対策企画課 電話：06-6944-9156 

 

 

 

 

 

 

大阪府医師会・地域医療１課（06-6763-7012） 
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